
高山国道事務所管内防災対策検討会説明資料

資料

国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所

－目次－

１．防災課題箇所の状況

２．事業中箇所の進捗状況

３．事業中箇所の事業計画見直し



１．防災課題箇所の状況
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［渚］雨量規制区間
8.0km（連続150mm）

［瀬戸］雨量規制区間
17.9km（連続150mm）

［東上田］雨量規制区間
2.6km（連続350mm）
※R6.6.13 基準緩和

240mm ⇒ 350mm

［吉ヶ原］雨量規制区間
11.8km（連続120mm）

屏風岩改良

石浦バイパス

中部縦貫自動車道
高山清見道路

船津割石防災

門原防災

○高山国道事務所管内の国道４１号において、
各雨量規制区間の個別対策と局所改良事業

 （屏風岩改良、門原防災、船津割石防災）を
 実施中。

○また、改築事業として石浦バイパスを実施中。

国道41号 事業中：紫色文字
その他 直轄事業中：灰色文字

高山東道路
（平湯～久手）
R6事業化

E41

E67
丹生川IC（仮称）

中ノ湯IC

平湯IC

堀越峠道路
（権限代行）



２－１．事業中箇所の進捗状況（［瀬戸］_個別対策）
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○防災対策必要箇所 ９１箇所のうち、 ６６箇所が対策済み。
○防災対策必要箇所 ２５箇所が残存。うち、１0箇所を局所改良事業で対策。



２－２．事業中箇所の進捗状況（ ［瀬戸］_国道４１号屏風岩改良）

3

○落石崩壊の危険性が高く、発生源対策では対応出来ない屏風岩の区間を回避する別線整備を計画し、
平成17年度に事業化。

■屏風岩改良の概要

＜写真①＞

①

屏風岩に存在する不安定な柱状岩塊

屏風岩41



P3
P4

P7
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２－２．事業中箇所の進捗状況（ ［瀬戸］_国道４１号屏風岩改良）
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○これまでに橋梁下部工、改良工を実施し橋梁下部工は９基中４基完成。
○現在、P1橋脚を施工するため、工事用道路（仮橋）を施工中。

：施工済
：施工中

①

②

R7.7撮影

＜写真②＞

＜写真①＞

R7.7撮影

至 名古屋

至 富山

至 名古屋

至 名古屋

至

富
山

至 富山



２－３．事業中箇所の進捗状況（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）

5

○平成25年11月27日に下呂市門原地区で落石が発生（人的被害無し）。
○平成25年12月11日に国道41号を約8km全面通行止め（規制時間：21時間）にし、落石を除去。
○抜本的な対策として、転石・浮石危険箇所を回避する別線整備を計画し平成28年度に事業化。

落石除去の状況

落石防護柵の落石

路肩の落石
（φ1m,φ0.6m）

路肩に
移動

路面より約15m

路面より約4m

落石現場の全景

φ3ｍ
約20t

φ3ｍ
約40t

■門原防災：事業化前の課題と対応方針

落石発生箇所
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■名古屋側の進捗状況

○先に事業化した屏風岩改良と合わせた事業進捗を図るため、起点（名古屋）側より工事に着手。
○現在、トンネル工事を施工中。R7.7月に掘削開始、R7.10月14時点において、１４０ｍ掘削。

至 高山市

たかやま

R7.7撮影

：施工済
：施工中

①

至 富山

至

富
山

至

名
古
屋

至 名古屋

＜写真①＞

R7.7.9
掘削着手

１０/１4時点掘削
L=１４０m

２－３．事業中箇所の進捗状況（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）



２－４．事業中箇所の進捗状況（［東上田］_個別対策）
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○令和５年度までに全箇所の対策が完了し、令和６年６月に基準緩和を実施。
○引き続き経験降雨後の安全を確認し、基準緩和を検討。



２－５．事業中箇所の進捗状況（［渚］_個別対策）
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○防災対策必要箇所 ３６箇所のうち、 ３１箇所が対策済み。
○防災対策必要箇所 ５箇所が残存。
○今年度は、４箇所でロープネット工等の対策を実施中。



２－５．事業中箇所の進捗状況（［渚］_個別対策）

9

Ｒ７対策工事状況

・岩接着工

・ロープ伏工

・ロープ掛工

・覆い式落石防止工

岩接着工

岩接着工

ロープ伏工 ロープ伏工



２－５．事業中箇所の進捗状況（［渚］_個別対策）
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Ｒ７対策工事状況

・流路工

・擁壁工

流路工

流路工



２－６．事業中箇所の進捗状況（［吉ヶ原］_個別対策）
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○防災対策必要箇所 １０６箇所のうち、 ８６箇所が対策済み。
○防災対策必要箇所 ２０箇所が残存。うち、９箇所を局所改良事業で対策。
○今年度は、２箇所でロープネット工等の対策を実施中。



２－６．事業中箇所の進捗状況（［吉ヶ原］_個別対策）
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Ｒ７対策工事状況

・ロープ伏工

・ロープ掛工

・岩塊固定工

ロープ伏工

ロープ伏工 ロープ伏工

ロープ掛工



２－６．事業中箇所の進捗状況（［吉ヶ原］_個別対策）
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Ｒ７対策工事状況

ロープ掛工

ロープ掛工 ロープ伏工

・ロープ伏工

・ロープ掛工

・岩塊固定工



２－７．事業中箇所の進捗状況（ ［吉ヶ原］_国道４１号船津割石防災）
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○平成25年7月7日に飛騨市神岡町船津地区において落石が発生し、走行中の車両に衝突。
○国道41号の安全を確保するため、緊急対策として発生源対策（吹付＋ロープネット工）、待ち受け対策（かご枠工）を実施。
○抜本的な対策として、転石・浮石危険箇所等を回避する別線整備を計画し、平成26年度に事業化。

②転石・浮石等危険箇所の状況 ③吹付＋ロープネット工 ④かご枠工

（撮影日：平成25年7月） （撮影日：平成25年10月） （撮影日：平成26年10月） （撮影日：平成26年10月）

①落石が走行中の車両に衝突

①平成25年７月７日に 発生した落石事故状況

ＮＮ

①

④

③

②

：緊急対策

：船津割石防災平成25年7月7日
落石事故発生箇所

飛騨市民病院

神岡中学校

船津
異常気象時通行規制区間（連続雨量120mm）延長11.8km 神岡町東漆山まで

吉ヶ原地区

割石地区

二ッ屋地区

割 

石 

温 

泉
転石・浮石危険箇所
表層雪崩危険箇所

大洞山

至名古屋

至富山

西漆山

船津割石防災
延長3.1km

ふなつわりいし

飛
騨
市
神
岡
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船
津
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■船津割石防災：事業化前の課題と対応方針



２－７．事業中箇所の進捗状況（ ［吉ヶ原］_国道４１号船津割石防災）

15

○平成２９年度より終点（富山県）側の橋梁部に着手。
○これまでに橋梁下部工、改良工を実施し、橋梁下部工は２基完成。
○現在、橋脚を施工するための工事用道路を施工中。

R7.6撮影

■富山県側の進捗状況

＜写真①＞

＜写真②＞

R7.6撮影

ＮＮ

①

②

：施工済
：施工中

至 名古屋

至 富山

至

名
古
屋

至

富
山

至

富
山

至

名
古
屋



○門原防災では、令和4年度に実施した第1回防災対策検討会を踏まえたトンネル坑口部の対策や事業化後において現地調査を

踏まえた抗口位置の変更に伴う切り回し道路追加という事業計画の見直しを実施。

３－１．事業中箇所の事業計画見直し（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）

令和４年度
第１回 防災対策検討会（前回）

令和７年度
第２回 防災対策検討会（今回）

相談概要 委員からの指摘事項 対策・回答、相談

１号トンネル坑口部（起点側）は、崖錐堆積
物や浮石・転石が存在する。対策工としては、
既設リングネットを撤去し、高エネルギー吸
収型落石防護柵を設置することでよいか。

落石防護柵の高さの考え方を確認すること。

＊1落石が発生した際に、切土法面の小段で石が
跳ね、落石防護柵を飛び越えないか。
＊2 検討断面について沢部も含めて複数断面で検
討しなくてよいか。

落石シミュレーションを実施したところ、設
置を計画していた落石防護柵の高さでは
不十分であったため、ポケット式高エネル
ギー吸収型防護網に変更する。
また、沢部を検討断面として追加し、複数
断面で検討を実施した。

１号トンネル坑口部（起点側）は、岩屑堆積
物が厚い。対策工として、受圧板+グラウンド
アンカー工で斜面変動を抑制し、偏圧作用
を防止する。また、表層のアンカー間から礫
等の抜け落ちが懸念されるため、ネット工を
実施することでよいか。

対策工法に不足がないか確認すること。

＊1岩屑堆積物をグラウンドアンカーと受圧板で押
さえるのは抜け落ちが懸念される。
（間隙が多い地質のため、想定している粘着力が
確保されないのでは）

グランドアンカーの抜け落ちが懸念される
ため、岩屑堆積物を極力撤去する方針とし、
残地せざるをえない岩屑堆積物は、ロック
ボルト+法枠で対策する。

トンネル終点側は豪雨時に土石流が発生し、
下流まで流下することで被災する可能性が
高い。対策手法として、導流堤や床固工、流
路工を実施することでよいか。

補足した土砂を飛騨川に流出させる直前の流路工
に階段状の段差をつけてあるが、段差に岩がぶつ
かった衝撃で、構造物に影響が出ないか

階段部への構造影響を検討するにあたり、
堰堤の効果をどこまで考慮し、構造物に影
響を与える対象物の検討ケースについて
助言をいただきたい。
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■令和４年度検討会を踏まえた見直し

■現地調査を踏まえた見直し

⚫落石リスクを回避するために坑口位置を見直す必要が生じ、これに伴い、現道交通機能が確保できなくなったことから、交
通機能を確保するための切り回し道路の設置が必要となった。



○１号トンネル坑口起点側では、浮石・転石対策として、高エネルギー吸収型落石防護柵を設置する計画としていた。

○当初、尾根部で計画していたが、落石の可能性が高い沢部での検討断面を追加した。

○落石シミュレーションを実施したところ、落石が防護柵を飛び跳ねることを確認したため、対策が可能なポケット式高エネルギー

 吸収型防護網に見直しを行った。

＜当初計画とご指摘内容＞ ＜変更計画＞

①尾根部

②沢部

飛石

飛石

包括するように防護網を設置

包括するように防護網を設置

＜イメージ＞

17

①尾根部 ②沢部

【懸案➀】

【懸案②】

３－１．事業中箇所の事業計画見直し（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）



＜変更後 A-A＞

＜変更前 A-A＞
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○１号トンネル坑口起点側について、事業化後の地質調査結果を踏まえ、グラウンドアンカー+受圧板での対策を検討していた。

○岩屑堆積物が確認され、長期的に構造が不安化する懸念を極力排除できる案として、岩屑堆積物は極力撤去し、残地せざるを

 得ない箇所は、「ロックボルト+法枠の対策工」を選定した。

＜地質状況＞

△現地写真△ボーリング調査結果

＜平面図＞

岩屑堆積物は撤去

急勾配となる岩盤部でロック
ボルト＋法枠

露出した岩盤には、
法枠＋植生を行う

グラウンドアンカー

構造の変更箇所

 ボーリング調査箇所
計画道路

脆弱な堆積物が厚く堆積

【懸案③】

・岩屑堆積物をグラウンドアンカーと受圧板で押さえるのは抜け落ちが懸念される。

（間隙が多い地質のため、想定している粘着力が確保されないのではないか）

３－１．事業中箇所の事業計画見直し（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）
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○事業化当時は防災課題箇所を最短で回避する計画でトンネル構造を計画。

○事業化後のトンネルの詳細設計を実施するなかで、現地調査結果にて、明かり部の山側の上面に新たな落石リスクのある岩塊

（落石堆積物）が確認された。

○落石リスクを回避するために坑口位置を見直す必要が生じ、これに伴い、現道交通機能が確保できなくなったことから、交通機

能を確保するための切り回し道路の設置が必要となった。

■平面図

工
事
中

■断面図（A-A)
仮橋W＝8.0m現道

至 名古屋

門原第１トンネル
至 富山

坑口位置
＊現道に影響するため
切り回し道路が必要

当初の坑口位置A

A

坑口位置を
約30m前出し

落石リスクのある岩塊（転石・浮石）

至 
名
古
屋

至 
富
山

調査後転石を確認

３－１．事業中箇所の事業計画見直し（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）

工
事
中
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階段部

○1号トンネル坑口（終点部）の流路工について委員からの指摘事項

・補足した土砂を飛騨川に流出させる直前の流路工に階段状の段差をつけてあるが、段差に岩がぶつかった衝撃で、構造物に
影響がでないか

○堰堤の効果をどこまで考慮し、階段工に影響を与える対象物の検討ケースについてご助言いただきたい。

３－１．事業中箇所の相談事項（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）

検討方針フロー（案）

階段工へ到達する岩石の検討

・到達する岩石の大きさ想定

対策検討

・階段部構造変更（補強等）

・階段工以外の構造検討

階段工への影響検討

・到達する岩石のエネルギー想定

・階段工への影響検討

○相談事項
堰堤の効果をどこまで考慮し、階段工に影響を与える対象物の検討ケースについてご助言いただきたい。
＜階段工に影響を与える対象物の検討ケース（案）＞
ケース①：岩石が階段工の落差を自由落下する際のエネルギーに対する構造物への影響
ケース②：岩石が斜面勾配による加速度を伴い階段工を落下する際のエネルギーに対する構造物への影響
ケース③：堰堤工を越える土石流が、階段工へ流れ込む際のエネルギーに対する構造物への影響
ケース④：堰堤工を考慮せず、土石流が階段工へ流れ込む際のエネルギーに対する構造物への影響

事務所（案）：堰堤が岩石を受け止めるものとしてケース①で検討を想定。
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■ 事業費増加の要因

①法面対策工の構造見直し
②切り回し道路の見直し
③物価上昇による資機材及び労務単価の増加 ・・・・・・・・・・・・・ 合計８４億円増額

事業費増額の要因 増額

①法面対策工の構造見直し
・事業化当時は、文献調査より、中硬岩相当の地質分布を想定し切土として計画を実施。

・事業化後の地質調査を実施したところ、法面の安定化が懸念される崖錐堆積物や岩屑堆積物の分布を確認。

・法面の安定を図るため、法面工による対策工の見直しが必要となった。

８億円

②切り回し道路の見直し
・事業化当時は防災課題箇所を最短で回避する計画でトンネル構造を計画。
・事業化後のトンネルの詳細設計を実施するなかで、現地調査結果にて、明かり部の山側の上面に新たな落石リスクのある岩塊（落石堆積
物）が確認された。
・落石リスクを回避するために坑口位置を見直す必要が生じ、これに伴い、現道交通機能が確保できなくなったことから、交通機能を確保する
ための切り回し道路の設置が必要となった。

２６億円

③物価上昇による資機材及び労務単価の増加
 ・原材料費及びエネルギーコストの世界的な高騰、またコロナ禍からの世界経済の回復に伴う需要拡大によって、事業化時（H28年

度）に比べて、建設資材や労務費の単価が上昇。

 ・建設資材価格の伸び率では、H２８を基準とした場合、H鋼、異形棒鋼等の鋼材価格が約1.4倍～2.4倍となっている。

 ・労務単価についても、鉄筋工、トンネル作業員等で1.3～1.5倍と事業化から増加している。

 ・主に建設資材価格の上昇の影響を受け、工事費の増加が必要となった。

５０億円

合計 ８４億円

３－１．事業中箇所の事業計画見直し（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）



②法面対策工の構造見直し（ ＋ ９億円） 
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①法面対策工の構造見直し（ ＋ ８億円） 

⚫事業化当時は、文献調査より、中硬岩相当の地質分布を想定し切土として計画を実施。

⚫事業化後の地質調査を実施したところ、法面の安定化が懸念される崖錐堆積物や岩屑堆積物の分布を確認。

⚫法面の安定を図るため、法面工による対策工の見直しが必要となった。

崖錐堆積部（A-A）

当初（長大切土）

＜平面図（当初）＞

用地境界

がんせつがいすい

＜平面図（変更）＞

 ボーリング調査箇所
計画道路

B

B

A

A
現道幅員

計画幅員

岩屑堆積物は撤去

長大切土で計画

当初（長大切土）

トンネル坑口部 断面（B-B）

変更（アンカー）

急勾配となる岩盤部で
ロックボルト＋法枠

露出した岩盤には、
法枠＋植生を行う

変更（撤去＋アンカー）

A

A

追加工種 金額

法面対策工（グラウンドアンカー等） ５億円

 トンネル坑口部の対応 ３億円

合計 ８億円

法枠 ＋
グラウンドアンカー

用地境界

現道幅員

計画幅員

３－１．事業中箇所の事業計画見直し（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）

崖錐堆積物は撤去



追加工種 金額

切り回し道路工 ２６億円

合計 ２６億円

②切り回し道路の見直し（＋２６億円）
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⚫事業化当時は防災課題箇所を最短で回避する計画でトンネル構造を計画。

⚫事業化後のトンネルの詳細設計を実施するなかで、現地調査結果にて、明かり部の山側の上面に新たな落石リスクのある岩塊
（落石堆積物）が確認された。

⚫落石リスクを回避するために坑口位置を見直す必要が生じ、これに伴い、現道交通機能が確保できなくなったことから、交通機
能を確保するための切り回し道路の設置が必要となった。

■平面図 ■断面図（A-A)
仮橋W＝8.0m現道

至 名古屋

門原第１トンネル
至 富山

施工に伴う現道
切り回しが必要

坑口位置

切り回し道路工【追加】
仮橋（幅8.0m,約400m）

当初の坑口位置A

A

坑口位置を
約30m前出し

落石リスクのある岩塊（転石・浮石）

至 
名
古
屋

至 
富
山

工
事
中

３－１．事業中箇所の事業計画見直し（ ［瀬戸］_国道４１号門原防災）



0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.20

2.40

2.60

H28.4 H30.4 R2.4 R4.4 R6.4

アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)[高山]
H形鋼 SS400 200×100[岐阜]
異形棒鋼 SD345 D16～25[岐阜]
軽油 1.2号[岐阜]
生コン 24-8-25BB[高山]

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

普通作業員 鉄筋工

トンネル作業員 橋梁特殊工

交通誘導員B

⚫原材料費及びエネルギーコストの世界的な高騰、またコロナ禍からの世界経済の回復に伴う需要拡大によって、事業化時（H28
年度）に比べて、建設資材や労務費の単価が上昇。

⚫建設資材価格の伸び率では、H２８を基準とした場合、H鋼、異形棒鋼等の鋼材価格が約1.4倍～2.4倍となっている。

⚫  労務単価についても、鉄筋工、トンネル作業員等で1.3～1.5倍と事業化から増加している。

⚫主に建設資材価格の上昇の影響を受け、工事費の増加が必要となった。

■建設資材単価の伸び率（H28.4を基準に算出） ■労務単価の伸び率（H28.4を基準に算出）（岐阜県）

（鉄筋工）
1.35

（交通誘導員B）
1.54

（普通作業員）
1.33

（トンネル作業員）
1.42

（橋梁特殊工）
1.32

③：物価上昇による資機材及び労務単価の増加 （＋５０億円） 

H形鋼 SS400
1.41

異形棒鋼 SD345
2.41

軽油 1.2号
1.71

アスファルト混合物
1.08

生コン
1.40

［ ］：単価適用都市 24
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